
24広報
2023 4月号掲載している各種講座・イベントについては新型コロナの影響で中止・延期となる場合があります。

Information うるま市役所　総合案内　TEL.974-3111　FAX.973-9819

申 問申込先 問い合せ

身
体
障
が
い
者
等
に
対
す
る

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
減
免

に
つ
い
て

　
軽
自
動
車
を
所
有
し
て
い
る
身
体
・
知
的
・
精

神
障
が
い
者
や
、障
が
い
者
等
と
生
計
を
同
じ

く
す
る
方
で
、そ
の
障
が
い
者
等
の
た
め
に
使

用
す
る
軽
自
動
車
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、一

定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、そ
の
軽
自

動
車
税（
種
別
割
）を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。ま
た
、令
和
３
年
４
月
１
日
よ
り
療
育
手
帳

B
１
、B
２
の
交
付
者
で
就
労
・
通
学
・
通
院
等

に
使
用
し
て
い
る
軽
自
動
車
ま
で
減
免
を
拡
充

し
て
い
ま
す
。要
件
や
必
要
書
類
等
に
つ
い
て

は
、市
民
税
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
請
受
付
期
間 

５
月
８
日
㈪
〜
31
日
㈬

　（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）

申
　
問
　
市
民
税
課

　
　
　
　
☎
９
７
３
―
５
３
８
２

ヌ
ー
リ
川
公
園
整
備
事
業
の

縦
覧
図
書
に
つ
い
て

　
事
業
計
画
の
変
更
が
認
可
さ
れ
、図
書
の
縦

覧
を
行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、本
事
業
区
域
内
に

お
い
て
、建
築
等
の
制
限
、土
地
建
物
等
の
先
買

い
、土
地
の
買
収
請
求
、都
市
計
画
事
業
の
た
め

の
土
地
等
の
収
用
又
は
使
用
な
ど
の
効
力
が
発

生
し
て
い
る
た
め
、周
知
致
し
ま
す
。

■
事
業
名
　
ヌ
ー
リ
川
公
園
整
備
事
業

■
事
業
地
の
所
在
　
字
田
場
、字
平
良
川
地
内

■
事
業
期
間
　
令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で

■
縦
覧
場
所
　
公
園
整
備
課（
本
庁
舎
西
棟
２

階
）

問
　
公
園
整
備
課
　
☎
９
２
３
―
７
１
２
２

教
室
・
講
座

企
画
展

「
う
る
ま
の
発
掘
速
報
展
２
０
２
３
」

　
文
化
財
課
が
行
っ
た
近
年
の
発
掘
調
査
成

果
を
展
示
し
ま
す
。約
４
千
年
前
の
平
敷
屋
ト

ウ
バ
ル
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
土
器
や
石
器
、約

６
百
年
前
の
勝
連
城
跡
の
中
国
産
陶
磁
器
等
、

歴
史
ロ
マ
ン
あ
ふ
れ
る
資
料
や
発
掘
調
査
の
最

新
情
報
を
展
示
し
ま
す
。

■
日
時
　
４
月
28
日
㈮
〜
９
月
３
日
㈰
　
午
前

９
時
〜
午
後
６
時

　（
最
終
入
館
午
後
５
時
30
分
）

■
場
所
　
あ
ま
わ
り
パ
ー
ク
歴
史
文
化
施
設
企

画
展
示
室

■
入
場
料
　
無
料（
常
設
展
示
室
は
別
途
有
料
）

■
休
館
日
　
無
休

問
　
文
化
財
課
　
☎
９
２
３
―
７
１
８
２

第
46
回 

沖
展
選
抜
展

　
春
の
風
物
詩「
沖
展
選
抜
展
」が
生
涯
学
習
・

文
化
振
興
セ
ン
タ
ー
ゆ
ら
て
く
に
帰
っ
て
き
ま

す
。

　
本
展
よ
り
選
抜
さ
れ
た
絵
画
・
彫
刻
・
書
芸
な

ど
12
部
門
の
作
品
の
数
々
を
展
示
し
ま
す
。

　
皆
様
の
ご
来
場
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

■
日
時
　
４
月
７
日
㈮
〜
９
日
㈰
　

　
午
前
10
時
〜
午
後
５
時

■
場
所
　
生
涯
学
習
・
文
化
振
興
セ
ン
タ
ー
　

　
ゆ
ら
て
く

■
入
場
　
無
料

問
　
生
涯
学
習
文
化
振
興
セ
ン
タ
ー

　
　
☎
９
２
３
―
１
５
７
１

市
税
の
支
払
い
は
口
座
振
替
で
！

　税
金
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
支
え
、
豊
か
に
す
る
市
の
大
切
な
財
源
で
す
。

今
年
度
の
市
税
等
の
納
付
期
限
は
左
記
の
通
り
で
す
。
期
限
ま
で
に
忘
れ
ず
に
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替

　
市
で
は
、
納
付
が
便
利
な
市
税
等
の
口

座
振
替
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。

口
座
振
替
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
納
め
忘

れ
の
心
配
や
納
付
に
出
か
け
る
手
間
が
省

け
ま
す
。
口
座
振
替
手
続
き
後
は
翌
年
度

以
降
も
継
続
さ
れ
ま
す
。

申
し
込
み
方
法

　
市
内
の
取
扱
金
融
機
関
ま
た
は
市
役
所

の
窓
口
で
、
納
税
通
知
書
・
預
貯
金
通
帳
・

通
帳
届
出
印
を
持
参
の
上
、
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。

※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
で
口
座
振
替
を
さ
れ
る

方
は
、
市
役
所
の
窓
口
で
は
お
手
続
き

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
直
接

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
ま
た
は
郵
便
局
に
て
お

手
続
き
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
に
あ
た
っ
て
の
注
意
事
項

①
一
括
納
付
（
全
納
）
の
振
替
日
は
第
１

期
の
納
期
限
の
日
と
な
り
ま
す
。

②
年
度
の
途
中
か
ら
一
括
納
付
（
全
納
）

で
お
申
込
み
い
た
だ
い
た
場
合
、
そ
の

年
度
は
期
別
で
の
振
替
と
な
り
、
次
年

度
よ
り
一
括
納
付
（
全
納
）
の
取
扱
い

と
な
り
ま
す
。

②
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
で

あ
る
納
税
義
務
者
名
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

③
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
に
つ
い
て
は
、

車
両
単
位
で
は
な
く
個
人
単
位
と
な
り

ま
す
の
で
、
所
有
す
る
す
べ
て
の
車
両

が
口
座
振
替
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

手
続
き
簡
単
！

ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス

　
市
役
所
本
庁
舎
納
税
課
窓
口
で
は

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で
簡
単
に
口
座
振
替

の
申
込
み
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
も
行
っ
て

い
ま
す
。
※
通
帳
、
届
出
印
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
納
税
課
窓
口
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先納

税
課
　
☎
９
７
３

－

１
０
９
９

令和5年度の納期限一覧
【固定資産税】

１期 ▶ 05月01日（月）
２期 ▶ 07月31日（月）
３期 ▶ 12月25日（月）
４期 ▶ 02月29日（木）

【市県民税】
１期 ▶ 06月30日（金）
２期 ▶ 08月31日（木）
３期 ▶ 10月31日（火）
４期 ▶ 01月31日（水）
【軽自動車税（種別割）】
全期 ▶ 05月31日（水）

25 広報
2023 4月号 掲載している各種講座・イベントについては新型コロナの影響で中止・延期となる場合があります。

Information うるま市役所　総合案内　TEL.974-3111　FAX.973-9819

申 問申込先 問い合せ

ご相談は、うるま市消費生活センターへ　☎973-5692 （平日午前9時～正午、午後1時～4時）

うるま市民各種無料相談のご案内
①弁護士による法律相談　【問合せ】市民協働課　☎973-5487
と　　き：4月13日(木)、20日(木)、27日(木)、５月11日(木) 午後２時～４時
予約開始日：4月からは、各相談日の1週間前からお電話で予約できます。
　　　　　  ※予約時間は平日午前8時30分～先着順となります。
受付場所：本庁舎西棟　1階　市民協働課（ふるさとハローワーク向かい）

②行政相談委員による相談　  【問合せ】市民協働課　☎973-5487
道路や社会福祉など、行政の仕事のことで困ったときはご相談ください。
と　き：4月25日（火）　午後1時30分～ 4時　※予約不要
ところ：本庁舎東棟　1階　市民相談室（国民健康保険課隣り）

③人権擁護委員による相談  【問合せ】共生推進室　☎973-8927
いじめや嫌がらせなど人権に関する相談ができます。予約不要。
と　き：4月25日（火）　午前10時～午後4時（正午～午後1時を除く）
ところ：本庁舎東棟　1階　市民相談室（国民健康保険課隣り）

④司法書士による法律相談　 【問合せ】沖縄県司法書士会　☎867-3577
と　き： 4月19日（水）　午後２時～４時　※要電話予約
ところ：本庁舎東棟　1階　市民相談室（国民健康保険課隣り）
※相談希望の方は、沖縄県司法書士会　司法書士総合相談センタ－
　に電話予約してください。（予約時間は平日 午前９時～午後５時）

⑤家庭児童相談　 【問合せ】子育て世代包括支援センター　☎973-5041
家庭における子育ての悩みを相談員が一緒に考えます。
と　き：【平日】午前8時30分～午後5時
ところ：本庁舎東棟　2階　子育て世代包括支援センター

⑥女性相談　【問合せ】子育て世代包括支援センター　☎973-5041
離婚、DVなど女性が抱える悩みを相談員が一緒に考えます。
と　き：【平日】午前９時～午後5時
ところ：本庁舎東棟　2階　子育て世代包括支援センター

⑦就労・生活支援相談　【問合せ】パーソナルサポートセンター　☎989-3972
経済的に困っている方や、就労についての無料相談を行っています。
と　き：【平日】午前8時30分～午後5時15分
ところ：本庁舎東棟　2階　就職・生活支援パーソナルサポートセンター

⑧教育相談・青少年相談　【問合せ】教育支援センター　☎989-9127
児童生徒の不登校等について、教育相談員が一緒に考えます。
また、18歳未満の方の進学や就労などのお手伝いをします。
※お電話にて相談申込みを受け付けております。
と　き：【平日】午前8時30分～午後5時
ところ：与那城地区公民館　2階、本庁舎西棟　3階

⑨障がい者（児）等相談　 【問】障がい福祉課　☎973-5452
障がいに関する相談や生活に関する相談や情報提供、福祉サービスについて
など。
と　き：【平日】午前8時30分～午後5時15分まで
ところ：うるま市地域生活支援センターあいあい　TEL：098-979-0555
　　　  相談支援センターハルモニア　　　　　　TEL：090-1943-9579
　　　  相談支援事業所サマンの木　　　　　　　TEL：080-6488-9909

お
知
ら
せ

令
和
５
年
度

貸
与
奨
学
生
等
の
募
集
に
つ
い
て

■
募
集
内
容
　
令
和
５
年
度
貸
与
奨
学
生（
大
学
、

大
学
院
、専
修
学
校（
専
門
課
程
）、高
等
専
門
学

校
、沖
縄
県
出
身
海
外
移
住
者
子
弟
）

■
募
集
期
間
　
３
月
15
日
㈬
〜
５
月
８
日
㈪

■
要
件
等
　
応
募
資
格
や
申
込
方
法
な
ど
、募
集
内

容
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　
　
詳
し
く
は（
公
財
）沖
縄
県
国
際
交
流
・
人
材
育

成
財
団
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
　
問
　（
公
財
）沖
縄
県
国
際
交
流
・
人
材
育
成
財

団 

奨
学
課
　
☎
９
４
２
―
９
２
１
３

【
６
月
開
講
】障
が
い
者
委
託
訓
練
生
募
集

　
県
立
具
志
川
職
業
能
力
開
発
校
で
は
、障
が
い
を

お
持
ち
の
方
に
就
職
に
必
要
な
知
識
技
能
を
習
得

し
て
も
ら
い
、早
期
就
職
を
目
的
と
し
た
委
託
訓
練

を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

■
コ
ー
ス
名
　
ウ
エ
ッ
ト
ス
ー
ツ
製
造
科

■
募
集
期
間
　
４
月
３
日
㈪
〜
24
日
㈪

■
定
員
　
２
人

■
訓
練
期
間
　
６
月
１
日
㈭
〜
８
月
31
日
㈭

■
募
集
対
象
者
　
身
体（
下
肢（
車
イ
ス
可
）、聴
覚
、

内
部
障
害
）、精
神
障
害

■
訓
練
場
所
　
株
式
会
社
オ
キ
ナ
ワ
ブ
レ
ッ
シ
ン

グ（
う
る
ま
市
）

■
受
講
料
　
無
料（
保
険
料
な
ど
は
自
己
負
担
）

問
　
県
立
具
志
川
職
業
能
力
開
発
校

　
　
☎
９
７
３
―
６
６
８
０

令
和
５
年
度
も
公
共
施
設
間
連
絡

バ
ス
の
実
証
運
行
を
継
続
し
ま
す
。

　
公
共
施
設
間
連
絡
バ
ス
は
、令
和
４
年
12
月
よ
り

路
線
を
見
直
し
運
行
し
て
お
り
ま
す
が
、今
年
度
も

現
在
の
路
線
に
て
実
証
運
行
を
継
続
い
た
し
ま
す
。

　
ス
ー
パ
ー
や
う
る
マ
ル
シ
ェ
と
い
っ
た
商
業
施

設
へ
の
乗
入
も
引
き
続
き
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、市
内
を
運
行
し
て
い
る
民
間
の
公
共
交
通
と
組

み
合
わ
せ
て
、便
利
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

時
刻
表
は
、関
係
各
所
に
て
配
布
、

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
で
も

ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。

問
　
都
市
政
策
課
　

　
　
☎
９
２
３
―
７
６
２
０

市ホームぺージ
はこちら

① 契約時には、約款までしっかり確認しましょう。
② 貴重品や壊れやすいものは、あらかじめ申告をしましょう。
③ 破損や紛失の申し出は、荷物の引き渡し後３か月以内に。
④ 損害賠償は､ 購入価格を補償するものではありません。


